
「財政健全化法」に基づく 

「富里市」の健全化判断比率等（確定値）を公表します。 

 

 

 

富里市の数値はどの財政指標においても早期健全化基準を下回り、財政の健全性

（健全段階）を示しております。今後も健全な財政運営に努めてまいります。 

 

富里市の健全化判断比率と状況 

（単位：％） 

４指標 富里市の数値 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 － 13. 38 20. 00 

連結実質赤字比率 － 18. 38 30. 00 

実質公債費比率 7.7 25. 0 35. 0 

将来負担比率 24.5 350. 0  

 市の財政状況は、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」ともに実質収支が黒字と

なり、財政再生基準、早期健全化基準を下回っていますので財政の健全性を示して

おります。また、「実質公債費比率」も早期健全化基準を下回っている状況です。 

 「将来負担比率」の対象となる将来負担額は、地方債（市債）の現在高、債務負

担行為（市が支出を約束したもの）に基づく支出予定額と市が加入する一部事務組

合のうち一般会計等の負担見込額などの合算額になります。将来負担はあるものの、

比率は早期健全化基準を下回っている状況です。 

※ 「健全化判断比率」は、令和 2 年度決算に基づいて算定しています。 

「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」については、実質収支が黒字になる

ため「－」の表記となります。 

富里市の資金不足比率と状況 

（単位：％） 

会計の名称 富里市の数値 経営健全化基準 

水道事業会計 － 
20. 0 

下水道事業会計 － 

 「公営企業資金不足比率」は、水道事業会計と下水道事業会計ともに実質収支が

黒字であり、これも健全性を示しております。 

 「資金不足比率」については、資金不足とならないため「－」の表記となります。 

 

 


